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～第 7 回医療計画の 見直し等に関する 検討会 
( 平成 17 年 3 月 28 日 ) に提出した資料～ 
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  ( 可 ) 住民。 患者に分かりやすし㍉ 呆健 医療提供体制の 実現住民 ゃ 患者の視点を 尊重した医療制度改 軋 

主要な疾病又は 事業 ( がん、 脳卒中、 急性心筋梗塞、 糖尿病、 小児救急を含む 小児医療、 周産期医療、 救急医療、 災害 医 

療 。 へき地医療など ) について、 どのような対策が 講じられているか、 住民。 患者に分かりやすいものとしてその 内容を医 

療 計画に明示するとともに ，医療サービスの 提供者・住民 ( 患者 ) 双方が情報を 共有し、 客観的に評価できるような 方法を 

検討。 あ わせて、 都道府県が主要な 疾病ごとに診療ネットワークを 構築できるように 改革。 

  (2)  質力 で高く効率的で 検 言正 可能な ィ呆ィ建 医療キ足 4 共 7 本 帝 りの 申 黄葉 ( 数値目標と評価の 導入に よ る実効性あ る医療計画 ) 

医療計画の作成から 実施に至る一連の 政策の流れを、 主要な疾病ごとの 医療機能の把握、 適切な保健医療提供体制の 明示 

( 数値目標の設定 ) 、 数値目標を達成するための 活動計画としての 医療計画の立案とそれに 基づく事業の 実施及び事業実施 

後の客観的な 政策評価による 医療計画の見直しという 実効性のあ るものに改革。 

 
 の

 
画
 

計
 
：
。
。
 

 
 

ど
を
 

 
 

撮
め
 

 
 

へ
や
 

氏
上
 

 
 

す
に
 

 
 

容
る
 

内
す
 

の
援
 

 
 

医
役
 

の
の
 

関
県
 

 
 

各
は
 

や
国
 

握
 
。
 

巴
ヒ
 

丁
 
Ⅰ
・
 
Ⅰ
 @
 

0
 弾
 

ム
 
ヒ
じ
 

且
 を
 

機
割
 

 
 

る
県
 

け
府
 

お
道
 

に
都
 

固
め
 

 
 

常
た
 

日
当
 

-
 
目
 

 
   

金 基準病床数制度 ( いわゆる病床規制 ) については、 医療費への影響の 観点、 救急医療やへき 地医療など採算に 乗らない医療 

の 確保。 入院治療の必要性を 客観的に検証する 仕組みの未確立等から 引き続き存続させる 方向。 



しの方向性 

くメ コ 

①医療計画 直しのねら ぃ 

自分が住んでいる 地域の医療機関で 現在どのような 診療が行われており。 自分が病気になったときにどのような 治療が受 け 

られ。 そして " どのように日常生活に 復帰できるのか。 また。 地域の保健医療提供体制の 現在の姿はどうなって お り " 将来の 

姿 はど う 変わるのか。 変わるためには 具体的にどのような 改善策が必要かということを。 都道府県が作成する 医療計画におい 

て ，住民。 患者の視点に 立って分かりやすく 示す。 

⑪新たな医療計画に 盛り込む内容 

都道府県 は 。 原則として日常医療圏の 中で保健医療福祉サービスが 完結できるよう 主要な疾病ごとに 診療ネットワークを 構 

薬 することによって。 その地域の医療機関相互の 連携の下で。 急性期から回復期、 在宅療養に至るまでの 適切なサービスが 切     
れ目なく提供されるようにするため、 期待される保健医療提供体制の 水準の数値目標やその 達成のための 具体的方策を。 医療 

計画で明らかにする。 

ね 。 行う支援 

都道府県が医療計画の 作成。 実施そして評価を 円滑に確実に 行 う ことができるよ う 。 国として以下について 支援する。 

コ ) 医療計画の作成のためのデータベース 構築に向 け 。 全国規模の医療機能調査とその 結果の公表 

2) 数値目標設定に 資する主要な 疾病ごとの全国共通指標の 提示 

3) 客観的な基準による 各種財政的支援 ( 交付金。 補助金。 政策融資など ) 














